
 

内 藤 町 ま ち づ く り 憲 章 

私たちの内藤町は、「内藤新宿」として知られ、新宿御苑と一

体になった歴史と文化を持つ、みどり豊かな自然と調和した穏や

かな町です。  

この町に住み、暮らしてきた人達は、自然に親しみ、生き物の

命に対する感性をみがき、家族をいつくしみ、近隣の人々に対す

る思いやりを大切にしてきました。  

しかし、近年になって、無秩序な開発計画がたびたび持ち込ま

れ、長年守ってきた自然と生活環境が破壊される危険性が増して

きました。  

私たちは、民主的な討論を重ねてきた結果、内藤町の良好な自

然と生活環境を維持していくための指針として、「内藤町まちづ

くり憲章」を定め、次のことを遵守しながら将来に渡って子供か

らお年寄りまでが、いつまでも安心して暮らせるまちづくりを進

めていくことを宣言します。  

１．良好な自然と生活環境の維持をめざして、建物の適

正な用途制限、壁面の後退、建物の高さ制限、みど

りの保存などのまちづくり協定を定めていきます。  

２．まちづくりを進めていくために、住民同志のコミュ

ニケーションを深め、正確な情報をもとに地域での

話し合いを行い、お互いに協力し、解決していきま

す。  
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